
東北圏広域地方計画策定に関する有識者懇談会規約（案） 

（名称） 

第１条 本懇談会は、東北圏広域地方計画策定に関する有識者懇談会（以下「懇談会」と

いう。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 懇談会は、国土形成計画法（昭和２５年法律第２０５号）（以下「法」という。）

第９条第１項に基づいて定められた東北圏広域地方計画（以下「本計画」という。）を

策定するにあたり、法第１０条第５項に基づき、学識経験を有する者から意見を聴くた

めに設置する。 

 

（構成） 

第３条 懇談会は、東北圏広域地方計画推進室（以下「推進室」という。）から委嘱され

た別表に掲げる学識経験を有する者（以下「委員」という。）をもって、構成する。 

２ 次条に規定する座長が意見を聴くために必要と認めた場合には、委員以外の者を招聘

することができる。 

３ 委員は非常勤とし、その任期は、東北圏広域地方計画協議会において本計画が策定さ

れた日の属する年度末までとする。 

 

（座長） 

第４条 懇談会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選により、選任する。 

３ 座長は、懇談会の議長を務め、議事を整理する。 

４ 座長は、副座長を指名する。 

５ 副座長は、座長が懇談会に出席できない場合には、その職務を代理する。 

 

（議事の公開） 

第５条 懇談会は、原則、公開とする。ただし、公開することが適切でないと懇談会が認

める場合には、非公開とする。 

２ 懇談会終了後、速やかに議事要旨を作成し、発言者氏名を除き、会議資料とともに、

原則、公開する。ただし、公開することが適切でないと懇談会が認める場合には、非公

開とする。 

 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、推進室において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和４年  月  日から施行する。 
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